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学校は、皆
みな

さ んが、安心し て過ごすこ と ができ る場所であるこ と が必要です。 そのために、

「 いじ め」 は、 絶対あっ てはなら ないも のです。 今回、 皆
みな

さ んが、 いじ め問題やいじ め

防止について考え、 普
ふ

段
だん

の自分の言動を 振
ふ

り 返るこ と ができ るも のと し て、 こ のデジタ ル

ブッ ク を 作成し ま し た。 皆
みな

さ ん一人一人が、 こ のデジタ ルブ ッ ク の内容を 理解し て生活

する こ と で、 いじ めのない明るい学校づく り につなげていけるこ と を 期待し ています。

子供版の作成に当たっ て
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「 いじ め」 の定義 「 いじ め」 がどう いう も のかは、「 いじ め防止対策推進法」

と い う 法律で 定め ら れて い ま す。 現在に 至る ま で 、

「 いじ めの定義や捉
と ら

え方がどのよう に変化し てき たのか、

確認し てみまし ょ う 。

「 いじ め」 の定義 「 いじ め」 の捉
と ら

え方 き っ かけと
なっ た事案

◆ 加害の子供の行
こ う

為
い

の側に立っ て

「 いじ め」 を 規定

○ 弱い者に対し て一方的に

　（ 力関係の存在）

○ 身体的・ 心理的な攻撃

○ 被
ひ

害
が い

の子供が深刻な苦痛を感じ

ているも の

○ 学校が確認し ているも の

○ 学校の内外を問わないも の

◆ 「 継
け い

続
ぞ く

的
て き

に」 を 追加（ 行
こ う

為
い

の継
け い

続
ぞ く

性
せ い

）

○ 個々の「 いじ め」 の判断は、

表面的・ 形式的に行う こ と なく 、

被
ひ

害の子供の立場に立って行う

こ と を追加

○ 「 学校が確認し ている」 と いう

要件を削
さ く

除
じ ょ

◆ 被
ひ

害
が い

の子供の心情の側に立っ て

「 いじ め」 を 規定

○ 一定の人間関係（「 弱い者に

対し て」 を変更）

○ 心理的・ 物理的な攻
こ う

撃
げ き

○ 精神的な苦痛を感じ ているもの

（「 受けている」を「 感じ ている」

に変更、「 深刻な」 を削
さ く

除
じ ょ

）

○ 「継
け い

続
ぞ く

的
て き

に」 を削
さ く

除
じ ょ

○ 心理的・ 物理的な影
え い

響
きょ う

（「 攻
こ う

撃
げ き

」

を変
へ ん

更
こ う

）

※ こ の規定では、 加害の子供が
主語と な っ て い る が、 平成
18 年から の定義で ある 被害
の子供の心情の側に立っ て定
義さ れている と 理解すべき で
ある。

❶自分より 弱い者に対し て一方的に、

❷身体的・ 心理的な攻
こ う

撃
げ き

を 加え、

❸相手が深刻な苦痛を 感じ ている も の

　 で あっ て、 学校と し て そ の事実（ 関係児童生徒、

いじ めの内容等） を 確認し ている も の。

　 なお、 起こ っ た場所は学校の内外を問わないも の。

❶自分より 弱い者に対し て一方的に、

❷身体的・ 心理的な攻
こ う

撃
げ き

を 継
け い

続
ぞ く

的
て き

に加え、

❸相手が深刻な苦痛を 感じ ている も の

　 なお、 起こ っ た場所は学校の内外を問わない。

　 ま た、 個々の行
こ う

為
い

が「 いじ め」 に当た る か否かの

判断を 表面的・ 形式的に行う こ と な く 、 いじ めら れ

た児童・ 生徒の立場に立っ て行う こ と 。

当
と う

該
が い

児童生徒が、

❶一定の人間関係のある 者から 、

❷心理的・ 物理的な攻
こ う

撃
げ き

を 受けたこ と により 、

❸精神的な苦痛を 感じ ているも の

　 なお、 起こ っ た場所は学校の内外を問わない。

　 個々の行
こ う

為
い

が「 いじ め」 に当たる か否かの判断は、

表面的・ 形式的に行う こ と なく 、 いじ めら れた児童・

生徒の立場に立っ て行う も のと する 。

　 児童等に対し て、 当
と う

該
が い

児童等が在籍する学校に

在籍し て いる 等当
と う

該
が い

児童等と 一定の人間関係の

ある 他の児童等が行う 心理的又は物理的な影
え い

響
き ょ う

を 与える 行
こ う

為
い

（ イ ンタ ーネッ ト を 通じ て行われる

も のを含む。） であっ て、 当
と う

該
が い

行
こ う

為
い

の対象と なっ た

児童等が心身の苦痛を 感じ ている も の。

　 なお、 起こ っ た場所は学校の内外を 問わない。

 策定  昭和6 1 年度から

 変更  平成6 年度から

 変更  平成1 8 年度から

 現行  平成2 5 年度から

東京都中野区

中学校 2 年生

自殺

愛知県西尾市

中学校 2 年生

自殺

北海道滝川市

小学校６ 年生

自殺

滋賀県大津市

中学校２ 年生

自殺

福岡県筑前町

中学校２ 年生

自殺

東京都品川区

中学校１ 年生

自殺

※いじ めの定義については、 前の定義から 変更し た部分に下線を引いています。
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例えば…

好意で行っ た言動　 〜親切のつも り が〜

意図せずに行っ た言動　 〜悪気はなかっ たのに〜

衝
し ょ う

動
ど う

的
て き

に行っ た言動　 〜つい、 かっ と なっ て…〜

故意に行っ た言動　 〜あの子に腹が立つ〜

発言の苦手な子に、「 〇〇さ んも 意見を言いなよ。」 と 強く 促
う なが

し た。

リ レーでバト ンを落と し た子に、「 何やっ てんだ！」 と 怒
ど

鳴っ た。

う っ かり ぶつかっ てき た子に、「 何するんだよ。」 と 言い、 にら んだ。

体育の時間等で、「 あなたのせいで負けたの分かっ てるの！」 と 問い詰
つ

めた。

失敗するたびに、「 き も い！」「 足引っ 張るな！」 などと はやし 立てた。

試合で負けたお詫
わ

びに、 メ ンバー全員に、 1,000 円ずつ払う よう 強要し た。

う っ かり ぶつかっ てき た子に対し て、 その場で殴
な ぐ

り かかっ た。

持ち物を隠
か く

し て、 被
ひ

害
が い

の子が困っ ている様子を笑っ て見ていた。

お金を持っ て来ないこ と を理由に、 殴
な ぐ

っ たり 、 蹴
け

っ たり し た。

● 加害の子供の人数は関係あり ません。（ 一人でも 、 集団でも 関係あり ません。）

● 暴力行
こ う

為
い

の有無は関係あり ません。

（ 暴力行
こ う

為
い

が「 あっ たから 」、「 なかっ たから 」 と いう のは、 関係あり ません。）

● 行
こ う

為
い

の回数は、 関係あり ません。

（ １ 回だけの行
こ う

為
い

であっ ても 、 複数回行っ た行
こ う

為
い

であっ ても 関係あり ません。）

● 事案（ 行
こ う

為
い

） で判断する のではなく 、 個別に判断し ます。

（「 こ の行
こ う

為
い

はいじ めで はない」 と 判断せず、 行
こ う

為
い

を 受けた子がど う 感じ て いる かで判

断し ます。）

　 被
ひ

害の子供が、「 心身の苦痛を感じ ている」 かどう かを基準と し て、 個別に判断

し ます。

ポ イ ン ト

法
律
で
い
じ
め
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
範は

ん

囲

一
般
的
に
、
い
じ
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
部
分

1

2

3

4
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いじ めに係る行
こ う

為
い

が止んでいるこ と 被
ひ

害
が い

の児童・ 生徒が心身の苦痛を
感じ ていないこ と

1 2

　 被
ひ

害
が い

者
し ゃ

に対する 心理的又は物理的な影
え い

響
き ょ う

を 与える 行
こ う

為
い

（ イ ン タ ーネッ ト を 通じ て行

われる も のを 含む。） が止んでいる 状態が

相当の期間継
け い

続
ぞ く

し ている こ と 。 こ の相当の

期間と は、 少なく と も ３ か月を目安と する。

　 ただし 、 いじ めの被
ひ

害
が い

の重大性からさ ら に

長期の期間が必要であると 判断さ れる 場合

は、 こ の目安にかかわら ず、 学校の設置者

又は学校いじ め対策組織の判断により 、 より

長期の期間を設定するも のと する。

　 いじ めに係る 行
こ う

為
い

が止んでいる かどう か

を 判断する 時点にお いて 、 被
ひ

害
が い

の児童・

生徒がいじ めの行
こ う

為
い

によ り 心身の苦痛を

感じ ていないと 認められるこ と 。被
ひ

害
が い

の児童・

生徒本人及びその保護者に対し 、 心身の苦痛

を 感じ て いな いかど う かを 面談等によ り

確認する。

　 児童� 生徒、 保護者、 地域住民、 関係機関等から の「 いじ め」 に関する 情報は、 各学校

の 「 学校いじ め対策委員会」 において、 報告さ れ、 協議を 行い、「 いじ めの定義」 を 踏ま

えて、 校長が、 いじ めである と 判断し ます。

　 いじ めの認知同様、「 学校いじ め対策委員会」 において、 上記２ 点の条件が満たさ れて

いる こ と を 含め、 子供の状
じ ょ う

況
き ょ う

等を 総合的に検討し た上で、 校長が判断し ます。

ポ イ ン ト

ポ イ ン ト

「 いじ め」 の認知

「 いじ め」 の解消

　 いじ め防止対策推進法第 2 2 条に基づき 、 全ての学校に設置さ れている組織で、 都内公立学校

では、 こ の名
め い

称
し ょ う

で統一し ている。 校長、 副校長、 教務主任、 生活指導主任、 学年主任、 養護教諭、

スク ールカ ウンセラ ー及びその他校長が必要と 認める者により 構成さ れています。

　 いじ めは、「 既
す で

に謝っ た」「 今は何も し ていない」 などで、 解消さ れたこ と にはなり ません。

いじ め防止対策推進法の施
し

行
こ う

に伴
と も

っ て、 作成さ れた「 いじ め防止等のための基本的な方針」

（ 平成 2 5 年 1 0 月 1 1 日文部科学大臣決定〔 最終改定 平成 2 9 年３ 月 1 4 日〕） では、「 いじ め」

の解消について、 以下のよ う に定義付けていま す。

※ 学校いじ め対策委員会

　 学校は、 当
と う

該
が い

学校におけるいじ めの防止等に関する 措
そ

置
ち

を実効的に行う ため、 当
と う

該
が い

学校の

複数の教職員、 心理、 福
ふ く

祉
し

等に関する 専門的な知識を 有する 者その他の関係者によ り 構成

さ れるいじ めの防止等の対策のための組織を 置く も のと する。

【 いじ め防止対策推進法 第 2 2 条】
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　  学校いじ め防止基本方針1

未然防止：【 いじ めが起きないよう にするために】

　 いじ め防止対策推進法第 1 3 条に定めら れており 、 各校が、 学校の実態に応じ て、 いじ めの

防止等のための対策に関する基本的な方針のこ と です。

　 学校は、 いじ め防止基本方針又
ま た

は地方いじ め防止基本方針を参酌し 、 その学校の実情に応じ 、

当
と う

該
が い

学校におけるいじ めの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるも のと する。

【 いじ め防止対策推進法 第 1 3 条】

● 都内全公立学校は、 学校のホームページで公開し ています。

● 新年度の初めに、 学校便り や保護者会等で説明を し 、 各家庭等へ周知を し ています。

● 毎年度末に、 次年度の基本方針を 策定し ています。

ポ イ ン ト

　 学校の評価を 行う 場合においていじ めの防止等のための対策を 取り 扱
あつか

う に当たっ て

は、 いじ めの事実が隠
い ん

蔽
ぺ い

さ れず、 並びにいじ めの実態の把
は

握
あ く

及びいじ めに対する措
そ

置
ち

が適切に行われる よ う 、 いじ めの早期発見、 いじ めの再発を 防止する ための取組等に

ついて適正に評価が行われるよう にし なければなら ない。

【 いじ め防止対策推進法 第 3 4 条】

　 東京都教育委員会は、 毎年度、 ６ 月と 1 1  月の年２ 回を 「 ふれあい（ いじ め防止強化）

月間」 と 設定し ています。 都内全公立学校では、 いじ めの未然防止、 早期発見� 早期対応

につながる 具体的な取組を 実施する と と も に、 学校のいじ め防止の取組の進
し ん

捗
ち ょ く

状
じ ょ う

況
き ょ う

につ

いて、次年度に向けて評価�改善を図り 、「 学校いじ め防止基本方針」 において示し ています。

ふれあい（ いじ め防止強化） 月間

　 多く の学校では、 ふれあい（ いじ め防止強化） 月間を 活用し て、 いじ めに関する

調査（ アン ケート ） やいじ めに関する 授業を 実
じ っ

施
し

し ています。

ポ イ ン ト
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　  教職員の「 いじ めに関する研修」

　  いじ めに関する授業

　  Ｓ Ｏ Ｓ の出し 方に関する教育

2

3

4

　 いじ め防止対策推進法第 1 8 条第２ 項に定めら れており 、 都内全公立学校では、 全て

の教職員が、「 いじ め」 の定義を はじ めと し たいじ め防止対策推進法の趣
し ゅ

旨
し

や、「 学校

いじ め防止基本方針」 の内容等を 十分に理解し 、 適切に組織的な対応を 行う こ と を徹
て っ

底
て い

でき る よ う にし ていま す。 ま た、 子供の様子から 軽
け い

微
び

な段階でいじ めに気付く こ と が

でき る よう にする など、 教職員の対応力向上を 図る こ と を 目的と し ています。

　 こ う し た趣旨を 踏ま え、 都内全公立学校では、 年間３ 回以上の校内研修を 実施し て

います。 こ のう ち １ 回は、「 いじ めの重大事態」 について扱
あつか

う こ と と し ています。
※「 いじ めの重大事態」 については、 1 4 ページ参照。

　 都内全公立学校では、 全ての学級で、 年間３ 回以上、「 いじ めに関する 授業」 を 実
じ っ

施
し

するこ と と し ています。

　 都内全公立学校では、 いずれかの学年で学校や学年の実態等に応じ て年間１ 単位時間

以上、 実
じ っ

施
し

するこ と と し ています。

　 学校の設置者及びその設置する学校は、 当
と う

該
が い

学校の教職員に対し 、 いじ めの防止等のため

の対策に関する研修の実施
し

その他のいじ めの防止等のための対策に関する資質の向上に必要

な措
そ

置
ち

を 計画的に行わなければなら ない。

【 いじ め防止対策推進法 第 1 8 条 第２ 項
こ う

】

　 都内全公立学校に勤務する 教職員は、 校内研修だけでなく 、 教育委員会が実
じ っ

施
し

し ている

職層に応じ た研修等、 学校外においても いじ めに関する 研修を 受けています。

ポ イ ン ト

　 全ての子供に対し て、

● いじ めは絶対に許さ れない行
こ う

為
い

であるこ と

● 例え、 相手の言動に原因があると し ても 、 いじ めを行う 方法で対処し てはなら ないこ と 。

● 同じ 言葉や行
こ う

為
い

でも 、 楽し いと 感じ る人も いれば、 不快と 感じ る人も いるなど、 人によっ て

感じ 方が異なる こ と など を 理解さ せる よ う にし ています。

● 子供たち に対し て、「 身近にいる 信
し ん

頼
ら い

でき る 大人にＳ Ｏ Ｓ を 出すこ と ができ る よ う にす

るこ と 」 を 目的と し ています。

● 「 いずれかの学年で年間１ 単位時間以上」 と は、 例えば、 高等学校の場合、 入学し てから

卒業するまでに、 授業１ 回以上と いう 考え方です。

ポ イ ン ト

ポ イ ン ト
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　  いじ めに関する調査（ いじ めアンケート ）

　  学校教育相談体制

1

2

早期発見：【 いじ めを早く 見付けるために】

　 都内全公立学校では、 いじ めを 把
は

握
あ く

する ためのア ン ケート を 年間３ 回以上、 実
じ っ

施
し

し 、 その

内容を 教職員間で共有を し ています。

　 いじ めやいじ めの疑いがある状
じ ょ う

況
き ょ う

を認知するための重要な参考資料と なっ ています。

　 実
じ っ

施
し

方法や質問項
こ う

目
も く

は、 子供の実態を 踏
ふ

まえ、 学校や学年ごと に検討を し ています。

　 子供やその保護者の皆さ んは、 困っ たこ と があっ たと き は、 いつでも 学校の教職員に相談

する こ と ができ ま す。 担任の先生だけでなく 、 学年の先生、 養護教諭の先生、 部活動の顧問

の先生など、 話し やすい先生へ相談を する こ と ができ ま す。 学校の教職員は、 子供や保護者

から の相談に応じ ら れる よ う に、 各学校で学校教育相談体制の充実を 図っ ています。

　 学校の設置者及びその設置する 学校は、 当
と う

該
が い

学校における いじ めを 早期に発見する ため、

当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措
そ

置
ち

を講ずるも のと する。

　 学校の設置者及びその設置する学校は、 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する児童等及びその保護者並びに

当
と う

該
が い

学校の教職員がいじ めに係る 相談を 行う こ と ができ る 体制（ 次項において「 相談体制」

と いう 。） を 整備するも のと する。

　 学校の設置者及びその設置する 学校は、 相談体制を 整備する に当たっ ては、 家庭、 地域

社会等と の連
れ ん

携
け い

の下、 いじ めを 受けた児童等の教育を 受ける 権利その他の権利利益が擁
よ う

護
ご

さ れるよう 配
は い

慮
り ょ

するも のと する。

【 いじ め防止対策推進法 第 1 6 条 第１ 項
こ う

】

【 いじ め防止対策推進法 第 1 6 条 第３ 項
こ う

】

● 自分のこ と だけでなく 、 友達のこ と で見たり 聞いたり し たこ と を 書いても 大丈夫です。

● 皆
み な

さ んが回答し たアン ケート は、 定めら れた期間保存する こ と になっ ています。

都立学校 ・ ・ ・ ・ ・ 実施し た年度末から 5 年間

区市町村立学校・ ・ その区市町村が定める 保存期間

ポ イ ン ト

【 いじ め防止対策推進法 第 1 6 条 第４ 項
こ う

】
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　  - （ 1 ） 心理の専門家： スク ールカ ウンセラ ー

　  - （ 2 ） 福祉の専門家：

2

2

　 スク ールカ ウン セラ ーは、「 心理の専門家」 であり 、 都内全公立学校に配置し ています。 皆
み な

さ んが、 気軽にスク ールカ ウン セラ ーに相談でき る 環
か ん

境
き ょ う

を 作る ため、 でき る 限り 夏季休業日

前までにスク ールカ ウン セラ ーによ る 全員面接を 実
じ っ

施
し

する よ う にし ています。

　 対象と なる のは、 高学年になり 悩
な や

みが多く なる 傾
け い

向
こ う

のある 小学校５ 年生、 新たな進学先で

不安の多い中学校１ 年生、 高等学校１ 年生です。 特別支
し

援
え ん

学校においては、 こ れら に準ずる

学年で実
じ っ

施
し

し ています。

①スク ールソ ーシャ ルワーカ ー（ 区市町村立学校）

　 いじ め等の問題の解決や、 不登校の支
し

援
え ん

に向け、 子供や家庭が置かれている環
か ん

境
き ょ う

改善等を

行う 「 福
ふ く

祉
し

の専門家」 です。 区市町村立学校への配置は、 各区市町村教育委員会が担当し て

います。

②ユースソ ーシャ ルワーカ ー（ 都立学校）

　 いじ め、 中
ち ゅ う

途
と

退学等の問題の解決や、 不登校への支
し

援
え ん

に向け、 子供や家庭が置かれている

環
か ん

境
き ょ う

改善等を 行う 「 福
ふ く

祉
し

や就労の専門家」 です。 都立学校から の要
よ う

請
せ い

に応じ て、 東京都教育

委員会が派遣
け ん

し ています。

● スク ールカ ウン セラ ーによる 全員面接は、 学校によ っ て、 対象以外の学年も 実施
し

し てい

ます。 全学年実
じ っ

施
し

し ている学校も あり ます。

● スク ールカ ウン セラ ーへの相談は、 その学校の子供であれば、 誰でも 可能です。 また、

スク ールカ ウンセラ ーの勤務日に、 予約が入っ ていなければいつでも 可能です。 スク ール

カ ウンセラ ーへ直接相談の予約を 確認するのが難し い場合は、 担任の先生や養護教諭の

先生に確認し てみてく ださ い。

● 自分のこ と だけでなく 、 学級のこ と や友達のこ と など、 気になる こ と も 相談するこ と が

でき ます。

● 担任の先生へ直接話し づら いこ と を 、 スク ールカ ウンセラ ーに相談するこ と も でき ます。

● 事例によ っ ては、 学校いじ め対策委員会にスク ールソ ーシャ ルワーカ ーやユースソ ー

シャ ルワーカ ーが参加し 、 子供の支
し

援
え ん

方法等を 共に協議するこ と も あり ます。

● 事例によっ ては、 学校と 連
れ ん

携
け い

し て、 子供やその保護者を直接支
し

援
え ん

するこ と も あり ます。

ポ イ ン ト

ポ イ ン ト
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児童・ 生徒向け　「 不安や悩
な や

みがあると き は… 一人で悩まず、 相談し よう 」

いじ め等防止のスマート フ ォ ン用アプリ ・ 情報サイ ト

「 考えよう ！いじ め・ Ｓ Ｎ Ｓ ＠ Tokyo」

児童・ 生徒向け　「 相談すると どう なるの？？」 保護者向け　「 相談窓口一覧」

　  学校以外の相談3
　 いじ めなど の悩

な や

みや不安など 学校には相談し づら い場合には、 学校以外の外部の相談窓口

で相談に応じ ています。 長期休業日前に、「 外部相談窓口の周知のためのチラ シ」 を 配布し て

います。



− 9 −

　  対応記録の保管

　  被
ひ

害
が い

及び加害の子供の保護者の理解に基づく 対応

　  警察、 児童相談所等の関係機関と 連
れ ん

携
け い

し た対応

1

2

3

早期対応：【 いじ めが起こ っ たと き】

　 都内全公立学校では、 いじ め問題の対応経過については、 全ての事例について、「 学校いじ め

対策委員会」 が定めた共通の様式等に従っ て記録を 残し 、 全ての教職員が確認でき る 方法で

保管し ています。

　 学校は、 子供への対応に先立っ て、 双
そ う

方
ほ う

の保護者に対し て「 学校いじ め防止基本方針」 の

趣
し ゅ

旨
し

を 丁
て い

寧
ね い

に説明する と と も に、 互
た が

いに安心し て学校生活を 送るこ と ができ る よう にする こ と

を 目指し て、 組織的に対応し ていく こ と について理解を 得る よ う にし ています。

　 その際、 加害の子供や保護者が、 被
ひ

害
が い

の子供や保護者に表面的に謝罪し て 、 解決を 図ら せる

よう な一面的な対応ではなく 、 可能な限り 、 学級担任や「 学校いじ め対策委員会」 のメ ンバー

である教職員と 双
そ う

方
ほ う

の保護者が、 正確な事実に基づき 、 互いの子供にと っ て最良の解決方法を

協議するなどの機会を 早期に設定するよう にし ています。

　 暴力を 伴
と も な

う いじ めなど、 犯罪行
こ う

為
い

と し て取り 扱
あつか

われる べき である と 考えら れる事例について

は、教職員が、所
し ょ

轄
か つ

警察署や児童相談所等と 適切に連
れ ん

携
け い

し 、加害の子供に対し て、指導を 行います。

　 特に、 学校で指導を 行っ ている にも かかわら ず、 加害の子供の反省が見ら れない場合など、

被
ひ

害
が い

の子供の生命、 身体又は財産に重大な被
ひ

害
が い

が生じ る おそれがある と 考える 事例について

は、 ためら う こ と なく 直ち に、 所
し ょ

轄
か つ

警察署に通報し 、 援
え ん

助
じ ょ

を 求めます。

　 学校は、 当
と う

該
が い

学校の教職員が第３ 項
こ う

の規定によ る 支
し

援
え ん

又
ま た

は指導若し く は助言を 行う に

当たっ ては、 いじ めを受けた児童等の保護者と いじ めを 行っ た児童等の保護者と の間で争い

が起き るこ と のないよう 、 いじ めの事案に係る情報をこ れら の保護者と 共有するための措
そ

置
ち

その他の必要な措
そ

置
ち

を 講ずるも のと する。

　 学校は、 いじ めが犯罪行
こ う

為
い

と し て取り 扱
あつか

われる べき も のである と 認める と き は所
し ょ

轄
か つ

警察

署と 連
れ ん

携
け い

し てこ れに対処する も のと し 、 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する 児童等の生命、 身体又
ま た

は財産

に重大な被
ひ

害
が い

が生じ るおそれがあると き は直ちに所
し ょ

轄
か つ

警察署に通報し 、 適切に、 援
え ん

助
じ ょ

を求め

なければなら ない。

【 いじ め防止対策推進法 第 2 3 条 第５ 項
こ う

】

【 いじ め防止対策推進法 第 2 3 条 第６ 項
こ う

】
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学校において生じ る可能性のある、 いじ めに関連する犯罪行為
い

等について

　 以下に示す事例は、 過去にあっ た具体的な事例を 踏
ふ

まえ、 刑
け い

罰
ば つ

法規に対応し た例を 示し たも

のである。

いじ めの態様 学校で起こ り 得る事例 刑
け い

罰
ば つ

法規

ひ ど く ぶつ から れた

り 、 叩
た た

か れ た り 、 蹴
け

ら れたり する。

● ゲームや悪ふざけと 称
し ょ う

し て、 繰
く

り 返し 同級生
を殴

な ぐ

っ たり 蹴
け

っ たり する。
暴 行

（ 刑
け い

法
ほ う

第 2 0 8  条）

刃
は

物
も の

等で 怪
け

我
が

を さ せ

ら れる。
● ハサミ やカッ タ ー等の刃

は

物
も の

で同級生を切り つけ
て怪

け

我
が

をさ せる。
傷 害

（ 刑
け い

法
ほ う

第 2 0 4  条）

嫌
い や

な こ と や恥
は

ずかし

い こ と 、 危険な こ と

を さ れた り 、 さ せら

れたり する。

● 無理矢理、 衣服を脱
ぬ

がす。
暴 行

（ 刑
け い

法
ほ う

第 2 0 8  条）

● 度胸試し やゲームと 称
し ょ う

し て、 無理矢理危険な
行
こ う

為
い

や苦痛に感じ る行
こ う

為
い

をさ せる。

● 家族に危害を 加え る と 脅
お ど

し 、 特
と く

殊
し ゅ

詐
さ

欺
ぎ

や闇
や み

バイ ト 等の犯罪行
こ う

為
い

をやら せる。

強 要
（ 刑

け い

法
ほ う

第 2 2 3  条）

● 断れば危害を 加える と 脅
お ど

し 、 性器や胸、 お尻
し り

を触
さ わ

る。
不同意わいせつ
（ 刑

け い

法
ほ う

第 1 7 6 条）

金品を たから れる。

● 断れば危害を加える と 脅
お ど

し 、 現金等を 巻き 上
げる。

● 断れば危害を加えると 脅
お ど

し 、 オンラ インゲーム
のアイテムを購

こ う

入
にゅ う

さ せる。

恐
きょ う

 喝
か つ

（ 刑
け い

法
ほ う

第 2 4 9  条）

金 品 を 隠
か く

さ れ た り 、

盗
ぬ す

ま れた り 、 壊
こ わ

さ れ

た り 、 捨て ら れた り

する。

● 靴
く つ

や体操服、 教科書等の所持品を盗
ぬ す

む。

● 財布から 現金を盗
ぬ す

む。

窃
せ っ

 盗
と う

（ 刑
け い

法
ほ う

第 2 3 5  条）

● 自転車を壊
こ わ

す。

● 制服をカ ッ タ ーで切り 裂
さ

く 。

器物損
そ ん

壊
か い

等
（ 刑

け い

法
ほ う

第 2 6 1  条）

冷やかし やから かい、

悪 口 や 脅
お ど

し 文 句 等、

嫌
い や

なこ と を 言われる。

● 学校に来たら 危害を 加える と 脅
お ど

す。（ メ ール
含む）

● 本人の裸
はだか

などが写っ た写真・ 動画を イ ン タ ー
ネッ ト 上で拡散すると 脅

お ど

す。

脅
きょ う

 迫
は く

（ 刑
け い

法
ほ う

第 2 2 2  条）

● 特定の人物を 誹
ひ

謗
ぼ う

中傷する た めに、 校内や
地域の壁

か べ

や掲
け い

示版、 イ ン タ ーネッ ト 上に実名
を 挙げて、「 万引き を し ていた」 など 事実で
ないこ と を 書いたり 、 身体的特

と く

徴
ち ょ う

を 指
し

摘
て き

し て
「 気持ち 悪い」、「 不細工」、「 う ざ い」 など と
悪口を 書いたり する 。

名誉毀
き

損
そ ん

、 侮
ぶ

辱
じ ょ く

（ 刑
け い

法
ほ う

第 2 3 0  条、
　 　 　 　 2 3 1  条）　
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いじ めの態様 学校で起こ り 得る事例 刑
け い

罰
ば つ

法規

パソ コ ン やス マ ー ト

フ ォ ン 等で 嫌
い や

な こ と

や恥
は

ずかし いこ と 、 危

険な こ と を さ れたり 、

さ せら れたり する。

● 同級生に対し て、 スマート フ ォ ン で自身の性
器や下着姿などの写真・ 動画を 撮

さ つ

影
え い

し て送る
よう 指示し 、自己のスマート フ ォ ンに送ら せる。

● 同級生等の裸
はだか

の写真・ 動画を 友達やＳ Ｎ Ｓ 上
のグループに送信する など、 多数の者に提供
する。

児童ポルノ 提供等
（ 児童買春、 児童ポルノ

に係る行
こ う

為
い

等の規制
及び処

し ょ

罰
ば つ

並びに児童の
保護等に関する

法律第７ 条

● 交際相手と 別れた 腹い せに、 性的な 写真、
動画を イ ン タ ーネッ ト 上に拡散する 。

私事性的画像

記録提供

（ リ ベンジポルノ ）
（ 私事性的画像記録の

提供等による被
ひ

害
が い

の
防止に関する法律

第３ 条）
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　  イ ンタ ーネッ ト を通じ て行われるいじ めへの対応4
　 イ ン タ ーネッ ト を 通じ て、 誹

ひ

謗
ぼ う

中傷な ど が行われている こ と が確認さ れた場合は、

誹
ひ

謗
ぼ う

中傷さ れた子供が、 その事実に気付いている か否かにかかわら ず、 書き 込みを 行っ

た子供に対し て直ち に指導を 行い、 被
ひ

害
が い

の子供の保護者と 連
れ ん

携
け い

し て、 通信の手段に応

じ て、 その内容の拡散防止と 削
さ く

除
じ ょ

の徹
て っ

底
て い

を 図り ま す。 警察に相談し ながら 対応する こ

と も あり ます。

　 学校の設置者及びその設置する学校は、 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する児童等及びその保護者が、 発信

さ れた情報の高度の流通性、 発信者の匿
と く

名性その他のイ ンタ ーネッ ト を通じ て送信さ れる情報

の特性を踏
ふ

まえて、 イ ンタ ーネッ ト を通じ て行われるいじ めを防止し、 及び効果的に対処する

こ と ができるよう 、 こ れら の者に対し 、 必要な啓
け い

発
は つ

活動を行う も のと する。

　 イ ン タ ーネッ ト を 通じ ていじ めが行われた場合において、 当
と う

該
が い

いじ めを 受けた児童等又
ま た

はその保護者は、 当
と う

該
が い

いじ めに係る 情報の削
さ く

除
じ ょ

を 求め、 又
ま た

は発信者情報（ 特定電気通信

役務提供者の損害賠
ば い

償
し ょ う

責任の制限及び発信者情報の開示に関する 法律（ 平成 1 3 年法律第

1 3 7 号） 第４ 条第１ 項
こ う

に規定する 発信者情報を いう 。） の開示を 請
せ い

求
き ゅ う

し よ う と する と き は、

必要に応じ 、 法務局又
ま た

は地方法務局の協力を 求める こ と ができ る 。

【 いじ め防止対策推進法 第 1 9 条 第１ 項
こ う

】

● イ ン タ ーネッ ト を 通じ て行われる コ ミ ュ ニケーショ ン は、 情報モラ ルが身に付いてい

ないと 、 いじ める 気持ち がなく ても 、 いじ めになっ てし まう こ と があり ます。

● イ ン タ ーネッ ト を 通じ たいじ めは、広がる スピ ード が速いこ と 、2 4  時間発生する こ と 、

広がり が大き いこ と など の特徴
ち ょ う

があり ます。

● Ｓ Ｎ Ｓ 等は、 仲間同士で通信し ている ため、 いじ めが行われていて も 、 大人が見抜く

こ と が難し い傾
け い

向
こ う

があり ます。また、子供は、仲間を 失いたく ないと いう 意識が強いので、

大人に相談する こ と が難し い傾
け い

向
こ う

があり ます。

● Ｓ Ｎ Ｓ 等によるいじ めは、 いじ めている側が、 あまり 悪いこ と をし ていると 思っ ていない

こ と が問題であり 、 周囲に気を遣
つ か

っ てやむを得ず参加し ている子供がいます。

● Ｓ Ｎ Ｓ 等でのコ ミ ュ ニケーショ ン も 日常生活と 同様に、 向こ う 側に人がいる こ と を 意識

する こ と が重要であり 、 人の嫌
い や

がるこ と を 言っ たり 書いたり し ないこ と 、 自分が書いた

内容について、 迷
め い

惑
わ く

に感じ たり 、 嫌
い や

な思いを する 人がいないか考えてから 相手に送る

こ と など、 自分の言葉に責任を も つ必要があり ます。

ポ イ ン ト

【 いじ め防止対策推進法 第 1 9 条 第３ 項
こ う

】
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いじ めの重大事態

　 以下に、 該
が い

当
と う

する 場合は、 いじ めの「 重大事態」 と し て定めら れており 、「 重大事態」 と

判断さ れたと き は、 詳細を 調査し ていく こ と になり 、 子供たち にも 調査に協力し ても ら う こ と

になり ま す。

　 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲
か か

げる場合には、その事態（ 以下「 重大事態」

と いう 。） に対処し 、 及
およ び

び当
と う

該
が い

重大事態と 同種の事態の発生の防止に資するため、 速やかに、

当
と う

該
が い

学校の設置者又はその設置する 学校の下に組織を 設け、 質問票の使用その他の適切な

方法によ り 当
と う

該
が い

重大事態に係る 事実関係を 明確にするための調査を 行う も のと する 。

一 いじ めにより 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する児童等の生命、 心身又は財産に重大な被
ひ

害
が い

が生じ た

疑いがあると 認めると き 。

二 いじ めにより 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する 児童等が相当の期間学校を 欠席するこ と を 余
よ

儀
ぎ

なく

さ れている疑いがある と 認めると き 。

【 いじ め防止対策推進法 第 2 8 条 第１ 項
こ う

】

　 いじ めによ り 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する 児童

等の生命、 心身又は財産に重大な 被
ひ

害
が い

が生じ た疑いがある と 認める と き 。

　 いじ めによ り 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する 児童

等が相当の期間学校を 欠席する こ と を

余
よ

儀
ぎ

なく さ れている 疑いがある と 認める

と き 。

  第１ 号事案    第２ 号事案  

● 児童生徒が自殺を 企図し た場合

● 身体に重大な傷害を 負っ た場合

● 金品等に重大な被
ひ

害
が い

を被
こ う む

っ た場合

● 精神性の疾
し っ

患
か ん

を発
は っ

症
し ょ う

し た場合 　 など

　 相当期間と は不登校の定義を 踏
ふ

ま え、

年間 3 0 日を 目
も く

途
と

と する。 ただし 、 児童

生徒が一定期間、 連続し て欠席し ている

よう な場合には、上記目安にかかわら ず、

学校の設置者又は学校の判断に よ り 、

迅
じ ん

速
そ く

に調査に着手するこ と が必要である。

　 児童生徒や保護者から 、 いじ めによ り 重大な被
ひ

害
が い

が生じ たと いう 申立てがあっ たと き

は、 その時点で、 学校が「 いじ めの結果ではない」 ある いは「 重大事態と はいえない」

と 考えたと し ても 、 重大事態が発生し たも のと し て報告・ 調査に当たり ます。

  第１ 号と 第２ 号事案に共通するこ と   

【 いじ めの防止等のための基本的な方針（ 平成 2 5 年 1 0 月 1 1 日 文部科学大臣決定〔 最終改定 平成 2 9 年３ 月 1 4 日〕）】
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● 軽傷で済んだも のの、 自殺を企図し た。

● 複数の生徒から 金銭を強要さ れ、 総額１ 万円を渡
わ た

し た。

● スマート フ ォ ンを水に浸
つ

けら れ壊
こ わ

さ れた。

● 欠席が続き （ 重大事態の目安である 3 0 日には達し ていない） 当
と う

該
が い

学校へは復帰が

でき ないと 判断し 、 転学（ 退学等も 含む） し た。

● リ スト カ ッ ト などの自傷行
こ う

為
い

を行っ た。

● 暴行を受け、 骨折し た。

● 投げ飛ばさ れ脳
の う

震
し ん

盪
と う

と なっ た。

● 殴
な ぐ

ら れて歯が折れた。

● カッ タ ーで刺
さ

さ れそう になったが、 咄
と っ

嗟
さ

にバッ グを盾
た て

にし たため刺
さ

さ れなかった。

● 心的外傷後スト レス障害と 診
し ん

断
だ ん

さ れた。

● 嘔
お う

吐
と

や腹痛などの心因性の身体反応が続く 。

● 多く の生徒の前でズボンと 下着を脱
ぬ

がさ れ裸にさ れた。

● わいせつな画像や顔写真を加工し た画像をイ ンタ ーネッ ト 上で拡散さ れた。

❶ 児童生徒が自殺を企図し たも の

❸ 金品等に重大な被
ひ

害
が い

を被
こ う む

っ た場合

❹ いじ めにより 転学を余
よ

儀
ぎ

なく さ れた場合

❷ 心身に重大な被
ひ

害
が い

を負っ た場合

　【 いじ めの重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン （ 令和６ 年８ 月） 文部科学省】

  第１ 号事案の具体的な事例  

  いじ めの重大事態の事例  

● 第１ 号事案は、 被
ひ

害
が い

が生じ た事実を 確認する前の「 疑い」 の段階で「 重大事態」 が発生

し たも のと し て判断し ます。

● 第２ 号事案は、 欠席日数が 3 0 日に達する前に、 少し でも いじ めが疑われる状
じ ょ う

況
き ょ う

があっ て

不登校に至っ た場合は、「 重大事態」 が発生し たも のと し て判断し ます。

● 子供や保護者から 申立てがあっ た場合は、必ず重大事態が発生し たも のと し て判断し ます。

● 重大事態が発生し た場合、 学校だけでなく 、 教育委員会と 連
れ ん

携
け い

し て対応し ます。

● 重大事態が発生し た場合、 学校や教育委員会は、 文部科学省が作成し ている「 いじ め

重大事態の調査に関する ガイ ド ラ ン （ 令和６ 年８ 月）」 に基づいて、 対応し ます。

ポ イ ン ト
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　 校長及び教員は、 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する 児童等がいじ めを 行っ ている 場合であっ て教育上

必要がある と 認める と き は、 学校教育法第 1 1 条の規定に基づき 、 適切に、 当
と う

該
が い

児童等に

対し て懲
ち ょ う

戒
か い

を 加える も のと する 。

　 市町村の教育委員会は、 いじ めを 行っ た 児童等の保護者に対し て 学校教育法第 3 5 条

第１ 項
こ う

（ 同法第 4 9  条において準用する 場合を 含
ふ く

む。） の規定に基づき 当
と う

該
が い

児童等の出席

停止を 命ずる 等、 いじ めを 受けた児童等その他の児童等が安心し て教育を 受けら れる よ う

にするために必要な措
そ

置
ち

を 速やかに講ずるも のと する。

【 高校生いじ め防止協議会で作成さ れた資料】

加害の子供に対する対応加害の子供に対する対応

児童・ 生徒用「 いじ め防止等啓
け い

発
は つ

資料」

いじ めや相談に

について学べる

資料と なっ て

います。

被
ひ

害
が い

の子供の実態や対応状
じ ょ う

況
きょ う

等、 必要に応じ て、 以下の対応を 行う こ と があり ます。

　 学校は、 前
ぜ ん

項
こ う

の場合において必要があると 認めると き は、 いじ めを行っ た児童等について

いじ めを 受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を 行わせる等いじ めを 受けた

児童等その他の児童等が安心し て教育を受けら れるよう にするために必要な措
そ

置
ち

を講ずるも の

と する。

　 学校は、 いじ めが犯罪行為と し て取り 扱
あつか

われる べき も のである と 認める と き は所
し ょ

轄
か つ

警察

署と 連
れ ん

携
け い

し てこ れに対処する も のと し 、 当
と う

該
が い

学校に在
ざ い

籍
せ き

する 児童等の生命、 身体又
ま た

は財産

に重大な被
ひ

害
が い

が生じ るおそれがあると き は直ちに所
し ょ

轄
か つ

警察署に通報し 、 適切に、 援
え ん

助
じ ょ

を求め

なければなら ない。

【 いじ め防止対策推進法 第 2 3 条 第 4 項
こ う

】

【 いじ め防止対策推進法 第 2 3 条 第６ 項
こ う

】

【 いじ め防止対策推進法 第 2 5 条】

● 別室での学習の実
じ っ

施
し

● 警察や児童相談所等の関係機関と 連
れ ん

携
け い

し た更
こ う

生
せ い

への支
し

援
え ん

● 懲
ちょ う

戒
か い

による指導、 出席停止による他の生徒の安全確保

【 いじ め防止対策推進法 第 2 6 条】
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　 東京都教育委員会では、 令和５ 年度から、 子供自身がいじ め

問題の理解を深め、 自ら 考えて行動できるよう にするため、 都立

高等学校の生徒を「 高校生委員」 に任命し 、「 高校生いじめ防止協

議会」 を開催
さ い

しています。 東京都教育委員会の「 いじ め防止」 に

関する 施策について、 子供の視点から 見直しを 図り 、 子供が

いじ め防止について考えることを通して、 どのよう な取組が必要で

あるかを議論します。 そして、 協議を通して必要な施策を東京都

教育委員会へ提言しています。

　 子供が本音で、 思いや考えを交わす場となるよう に、「 高校生委員」 が企画�運営を行っています。

　「 高校生いじめ防止協議会」 から、 以下のよう な考えが整理されました。

いじ め問題に主体的に向き 合っ ていく ために

● 友達が言っ たこ と は、 まず認める意識をも ち、 何を話し ても 大
だ い

丈
じ ょ う

夫
ぶ

と いう 、 安心し て話せる
環
か ん

境
き ょ う

を みんなで作るこ と が必要だと 思う 。

● 周囲を気にし たり 、 気配り を し たり する意識を も つこ と が必要ではないか。

● いじ めは自分たちの問題と いう 当事者意識をも ち、いじ めを許さ ないと いう 雰
ふ ん

囲
い

気
き

をつく る。

● Ｓ Ｎ Ｓ の使い方を 改善する。

自分たちがすべき こ と

● スク ールカ ウンセラ ーへの相談予約を 電子予約システムにする。

● いじ めアンケート を電子化する。

● 生徒が主体と なる 、 教育活動を 普
ふ

及
き ゅ う

する。

● スク ールカ ウンセラ ーの配置を 増員、 処
し ょ

遇
ぐ う

を 改善する。

● いじ め防止を 身近に意識でき るグッ ズを配布する

● 行政の取組を 学校や家庭へ伝わるよう にし た方がよい。

社会にお願いし たいこ と

● いじ めに関する アン ケート がシン プ ル過ぎる。 形だけ行われている 気がする。 いじ めに
ついて考える こ と ができ る内容の方がよ い。 いじ め問題やアン ケート の行い方について、
も っ と 先生方には学んでほし い。

● いじ めに関し てどう 考えるかは、 小学校での学びが大事だと 感じ ている。

● いじ め防止に関するＤ Ｖ Ｄ や動画を鑑
か ん

賞
し ょ う

するこ と でも 学べるも のはあると 思う 。

● カ ウンセリ ングルームの開放や環
か ん

境
き ょ う

を整備する。

● 日頃の授業の行い方について、 グループワークを取り入れるなど、 子供が気軽に発言できるよう
に、 授業改善も必要だと思う 。

● いじ めに関するポスタ ーを 作成し 、 校内に掲
け い

示
じ

する。

● いじ め問題について考える、 生徒主体の行事を増やし たら どう だろ う か。

学校で行っ てほし いこ と

《 参考》



いじめをした人は

あまり 覚えていないかも しれないけれど

いじめを受けた人はずっと 忘れないよ

心に一生消えない傷が残るんです

身近な大人があなたを必ず守り ます

こ のデジタ ルブッ ク を読んで、自分の考えや行動するこ と を考えまし ょ う 。




